
附

則

（
適
用
時
期
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融

庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己

資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
告
示
」
と
い
う
。

）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
新
銀
行
告
示
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の

規
定
並
び
に
新
銀
行
告
示
第
十
条
第
五
項
（
新
銀
行
告
示
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
別

紙
様
式
第
十
一
号
の
二
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る

説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２

新
銀
行
告
示
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
告
示
第
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
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別
紙
様
式
第
十
一
号
の
二
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日

ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
終
了

し
た
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
銀
行
告
示
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
新
銀
行
告
示
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
除
く
。
）
の
規
定
、
新
銀
行
告
示
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
新
銀
行
告
示
第
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
新
銀
行
告
示
第
十
二
条
第
五
項
（
新
銀
行
告
示
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
第
十
五
条
第
五
項
（
新
銀
行
告
示
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す

る
別
紙
様
式
第
十
一
号
の
二
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
終
了
し
た
連
結
会
計
年
度
に
係
る
説
明
書
類

の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
銀
行
告
示
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
告
示
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
、
新
銀
行
告
示
第
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
告
示
第
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
並
び
に
新
銀
行
告
示
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
新
銀
行
告
示
第
十
二
条
第
五
項
及
び
新
銀
行
告
示
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
告
示
第
十
五
条
第
五
項
に
規
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定
す
る
別
紙
様
式
第
十
一
号
の
二
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
連
結
会
計
年
度
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係

る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
終
了
し
た

中
間
連
結
会
計
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て

金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
信
金
告
示
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
新
信
金
告
示
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除

く
。
）
の
規
定
並
び
に
新
信
金
告
示
第
二
条
第
五
項
（
新
信
金
告
示
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）

に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
適
用
し

、
適
用
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
信
金
告
示
第
三
条
第
三
項
の
規
定
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
新
信
金
告
示
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
新
信
金
告
示
第
三
条
第
五
項
（
新
信
金
告
示
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
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く
。
）
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ

い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
終
了
し
た
連
結
会
計
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
信
金
告
示
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
信
金
告
示
第
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
、
新
信
金
告
示
第
四

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
信
金
告
示
第
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
並
び
に
新
信
金
告
示
第
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
新
信
金
告
示
第
二
条
第
五
項
及
び
新
信
金
告
示
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
信
金
告
示
第
三
条
第

五
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
半
期
（
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
半
期
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
終
了
し
た
半
期
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本

の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
（
以
下
「
新
信
組
告

示
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
新
信
組
告
示
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
新
信
組
告
示
第
二
条
第
五
項
（
新
信
組
告
示
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

除
く
。
）
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い

て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
信
組
告
示
第
三
条
第
三
項
の
規
定
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
新
信
組
告
示
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
新
信
組
告
示
第
三
条
第
五
項
（
新
信
組
告
示
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除

く
。
）
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ

い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
終
了
し
た
連
結
会
計
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
信
組
告
示
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
信
組
告
示
第
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
、
新
信
組
告
示
第
四

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
信
組
告
示
第
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
並
び
に
新
信
組
告
示
第
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
新
信
組
告
示
第
二
条
第
五
項
及
び
新
信
組
告
示
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
信
組
告
示
第
三
条
第

五
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
半
期
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
適
用
し

、
適
用
日
前
に
終
了
し
た
半
期
に
係
る
説
明
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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